
＜様式第1-5＞ 個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 農家台帳システムファイル 

市の機関等の名称 農業委員会 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

農業委員会 

個人情報ファイルの利用目的 

農地情報を掲載した台帳で、農地法等に基づいて農地の売買、

賃借権などを適切に実施する基礎となり、本市の農業、農業施

策を実行する台帳であり、世帯構成員の管理も含む。 

記録項目 

１農地の所在、地目（登記、現況）、面積（登記、現況）、２

所有者氏名、耕作者氏名、３権利の内容、契約開始日、契約終

了日、貸渡人氏名、借受人氏名、４農振法、都市計画法の区分、

納税猶予、５特定処分状況、６地区名、７世帯番号、８経営者

氏名、住所、電話番号、９経営面積、10経営面積の内訳、11借

入地の内訳 

 

１世帯員氏名、２生年月日、３性別、４世帯主の氏名、５世帯

主との続柄、６従事日数、従事程度、７農業者年金項目（加入

種別、記号番号、年月日（取得、喪失）、８移譲年金項目（受

給判定、受給年月日）、９贈与相続猶予（猶予判定、猶予年月

日）、10老齢年金項目（受給判定、受給年月日）、11町内会、

12世帯番号、13経営者氏名、住所、電話番号、14主要農機具の

所有台数、15主要家畜の飼育頭数、16施設、17農家分類 

記録範囲 三木市内の農地を所有する者 

記録情報の収集方法 

・農地の移動届（転用等） 

・他市町からの通知 

・固定資産課税台帳 

・住民基本台帳 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

三木市内の農地を所有する者 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)三木市 総合政策部 企画政策課 

(所在地)三木市上の丸町１０－３０ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

 ☑法第60条第2項第1号 
 （電算処理ファイル）  □法第60条第2項第2号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第21条第7項に該当する 
ファイル  ☑有 □無 

備   考  

 


